
令和５年９月 

ご利用者様、ご契約者様 

株式会社エラン 

代表取締役 峯崎友宏 

 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入に伴う 

ＣＳセットのご利用料金の計算方法の変更について 

 

 

拝啓 平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

株式会社エランでは、今般のいわゆるインボイス制度導入などの消費税制度改正に伴い、

令和５年10月１日よりＣＳセットのご利用料金にかかる消費税の計算方法を以下のとおり

変更いたします。 

法令に基づく計算方法の変更となりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

敬具 

 

記 

・変更となる内容 

   変更前：プラン税抜日額×消費税率 ＝プラン税込日額（小数点以下端数処理） 

       プラン税込日額×ご利用日数＝税込ご利用料金 

   変更後：プラン税抜日額×ご利用日数＝税抜ご利用料金 

       税抜ご利用料金×消費税率 ＝税込ご利用料金（小数点以下端数処理） 

 

・具体例） 

税抜の単価486円（税込534円）のサービスを２日使用した場合 

 

変更前の計算方法 

 486 × 1.1（消費税） ＝ 534.6円 

 534.6円を端数処理して「534円」とする。 

 534 × ２（日） ＝ 1,068円 

 ご請求の金額は、「1,068円」 

 

変更後の計算方法 

 486 × ２（日） ＝ 972円 

 972 × 1.1（消費税） ＝ 1,069.2円 

1,069.2円を端数処理して1,069円とする。 

 ご請求の金額は、「1,069円」 

 

以上 


